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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３１年４月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３１年１月１７日 ０４時００分ごろ 

発生場所 沖縄県今帰仁
な き じ ん

村古
こ

宇
う

利
り

島北岸沖 

 古宇利島灯台から真方位０６１°１,０５０ｍ付近 

（概位 北緯２６°４２.９′東経１２８°０１.２′） 

事故の概要  漁船のり丸は、漂泊中、干出浜に乗り揚げた。 

 のり丸は、プロペラの曲損等を生じた。 

事故調査の経過 平成３１年１月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 のり丸、７.９トン 

ＯＮ２－０９０７（漁船登録番号）、個人所有 

１２.６４ｍ×２.９２ｍ×０.９７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２７９.５０kＷ、昭和５８年５月６日 

第２９６－２４１８４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日  平成５年９月２９日 

免許証交付日 平成３０年９月３日 

（平成３５年９月２８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ及びプロペラ軸に曲損、舵の脱落、船尾部船底外板に破口、

センターキール等に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 雨、視界 良好 

本事故発生場所の東北東方約２８km に位置する奥地域気象観測所

の本事故当日の観測値は、次のとおりであった。 

時刻 

（時:分） 

平均 最大瞬間 

風向 風速 

(m/s) 

風向 風速 

(m/s) 

01:00 北北東 4.2 北北東  6.9 

01:30 北東 4.1 北東  8.6 
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02:00 北北東 3.4 北北東  7.5 

02:30 北北東 2.8 北北東  7.2 

03:00 北北東 3.6 北東 10.1 

03:30 北北東 3.7 北  7.6 

04:00 北北東 4.2 北北東  8.2 

海象：うねり 波高約２.５ｍ、潮汐 ほぼ高潮時 

日出時刻：０７時１８分ごろ 

沖縄県名護地区には、平成３１年１月１５日１６時０３分に波浪注

意報が発表され、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、沖縄県北大東村北大東島北方沖で

のそでいか
．．．．

漁の操業を終え、平成３１年１月１５日２１時００分ご

ろ、漁獲物の水揚げの目的で、今帰仁村運天
うんてん

漁港に向かった。 

船長は、日出まで待ってから運天漁港に入航しようと思い、１７日

００時００分ごろ古宇利島北岸沖で漂泊を開始し、操舵室右舷側の背

もたれ付きの椅子に腰を掛けて、そのうちにうとうとし始め、その

後、目覚めると北東からの風浪により圧流されていることに気付いて

漂泊開始場所に戻る操船を繰り返していた。 

船長は、０２時００分～０３時００分ごろ漂泊開始場所に戻った

後、操縦席で腰を掛けていたところ、いつしか居眠りに陥った。 

船長は、０４時００分ごろ、衝撃で目が覚め、周囲を見て干出浜

（さんご礁）に乗り揚げたことに気付き、離礁しようと主機を後進に

したところ、プロペラから異音がして主機が停止したことを認めた。 

船長は、救命胴衣を着用し、錨を投入して船固めを行い、本船から

離れ、近くの浜辺に歩いて着いた後、所属の漁業協同組合に出向き、

同組合担当者に本事故の発生を伝えた。 

本船は、１８日、僚船２隻によって引き出され、運天漁港にえい
．．

航

された後、上架された。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＧＰＳ記録（漂泊開始場所～

事故発生場所）、写真１ 乗揚げ状態の本船、写真２ プロペラ等

の損傷状況 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

海図Ｗ２２７（運天港）によれば、古宇利島北岸から約１００～２

００ｍ沖まで干出浜が広がっている。 

船長は、北大東島北方の漁場において、０４時～０６時３０分ごろ

まで漁具を投入した後、休憩をとり、１１時～２０時ごろまで漁具を

回収して、約６日間の操業を行った。 

船長は、帰航中、レーダーの接近警報を設定した上、目覚まし時計

を１時間後に鳴るようにセットして操舵室前部の居室で仮眠をとり、

アラーム音で目覚めれば周囲の状況を確認し、再度目覚まし時計をセ

ットして、仮眠をとることを約３～４回繰り返した。 
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船長は、漂泊中、レーダーの接近警報が降雨により頻繁に作動する

ので同警報のスイッチを切った。 

船長は、うとうとして居眠りをしていても目覚めると思い、操舵室

の操縦席で座った姿勢をとり続けた。 

船長は、冬期は風向が北から東に変わることが多いので、風向が東

に変わると予想しており、ＧＰＳプロッターを見て、漂泊開始場所に

３回戻り、同場所に戻るごとに徐々に西方に圧流されているように思

い、陸岸まで１０海里（Ｍ）程度あるので安心していた。 

船長は、本事故当時、操業の疲れを感じていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、波浪注意報が発表されている状況下、古宇利島北方沖で漂

泊中、船長が、睡眠不足の状態で居眠りに陥ったことから、風浪によ

り南方に圧流され、同島北岸沖の干出浜に乗り揚げたものと考えられ

る。 

船長は、１日平均約１１時間３０分の操業を６日間行った後、約２

７時間の帰航中に約１時間の仮眠を約３～４回とったのみで睡眠不足

の状態であったこと、風向が東に変わると予想し、西方に圧流されて

も陸岸まで十分な距離があるので安心していたことから、居眠りに陥

った可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、波浪注意報が発表されている状況下、古

宇利島北方沖で漂泊中、船長が、睡眠不足の状態で居眠りに陥ったた

め、風浪により南方に圧流され、同島北岸沖の干出浜に乗り揚げたも

のと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・漂泊する際には、船位を確認し、風浪による圧流の影響に注意す

ること。 

・漂泊中は、レーダーやＧＰＳプロッターの警報機能等を利用する

こと。 

・眠気を催した場合は、安全な海域で錨泊すること。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県 
北大東村 

北大東島 
沖縄島 

漂泊開始場所 

事故発生場所 

（平成３１年１月１７日 

０４時００分ごろ発生） 

備瀬埼 
古宇利島 

本部町 今帰仁村 

運天漁港 

拡大図 
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付表１ 本船のＧＰＳ記録（漂泊開始場所～事故発生場所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 乗揚げ状態の本船 写真２ プロペラ等の損傷状況 


